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  ※ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針（平成 27 年 8 月 25 日改定）において、「被災者が具体的な施策について把握できるようにするため、

関係省庁の各施策の概要、対象地域等を記した資料を別途取りまとめ、公表する」としていることを受け、支援対象地域の被災者の支援に関する施策を中心
に、支援の内容ごとに分類した上で取りまとめ、公表するもの。 
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 （直轄農業水利施設放射性

物質対策事業） 

・農業水利施設の放射性物質の影響を把握・低減するた

め、モニタリング調査や国営請戸川地区内の農業水利

施設の放射性物質対策等を実施 

除染特別地域及び汚染状況重

点調査地域（福島県に限る） 

農林水産省農村振興局整備

部防災課災害対策室 
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７ がん検診の受診率向上の推

進（新たなステージに入った

がん検診の総合支援事業） 

がん検診の受診率向上を推進し、がんの早期発見につな

げるため、以下の経費について補助 

①子宮頸がん、乳がん、胃がん、肺がん及び大腸がん

検診について、がん種ごとの対象年齢の者に、個別

の受診勧奨・再勧奨を実施するとともに、かかりつ

け医を通じた受診勧奨・再勧奨を実施②子宮頸がん

検診及び乳がん検診の初年度対象者（子宮頸がん：

20歳、乳がん：40歳）に対してクーポン券及び検診

手帳の送付等を実施③がん検診による十分な効果を

得るため、要精密検査と判断されたが精密検査を受

診していない者に対して、精密検査の受診再勧奨を

実施 

全国 厚生労働省健康局がん・疾

病対策課 
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８ 国立・私立大学等の授業料減

免等 

被災した学生を対象とする授業料減免事業を実施する大

学等を支援 

東日本大震災の被災地域を含

めた全国の地域 

文部科学省高等教育局私学

部私学助成課、国立大学法

人支援課、専門教育課 

９ （独）日本学生支援機構 大

学等奨学金事業 

被災した世帯の学生等が経済的理由により進学等を断念

する事のないよう奨学金を給付及び貸与 

東日本大震災の被災地域を含

めた全国の地域 

文部科学省高等教育局学

生・留学生課 
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４ 食品中の放射性物質に係る

「検査計画、出荷制限等の品

目・区域の設定・解除の考え

方」の決定 

原子力災害対策本部においては、食品衛生法に基づく放

射性物質の基準値を踏まえ、原子力災害対策特別措置法

に基づく出荷制限等の要否を判断するための検査計画、

検査結果に基づく出荷制限等の必要性の判断等につい

ての基本的考え方を提示 

17都県（青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、千葉

県、埼玉県、東京都、神奈川県、

新潟県、山梨県、長野県、静岡

県） 

なお、詳細な出荷制限状況につ

いては、以下 URL参照 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houd
ou/2r9852000001a3pj-
att/2r9852000001a3rg.pdf 

内閣府原子力被災者生活支

援チーム 

５ （独）国民生活センターによ

る放射性物質検査機器の貸

与 

消費者の安全・安心のより一層の確保に向け、消費者庁

と国民生活センターが共同で、地方公共団体における住

民が消費する食品等の放射性物質検査体制整備を支援

するため、放射性物質検査機器の貸与及び地方公共団体

へのサポート体制を構築 

対象地域は特に限定していな

い 

消費者庁消費者教育・地方

協力課 

６ 被災４県への地方消費者行

政推進交付金による支援 

被災４県（岩手・宮城・福島・茨城）の「地方消費者行

政推進交付金」については、震災・原発事故を受けた緊

急対応（食品等の放射性物質検査、食の安全性等に関す

る消費生活相談対応等）に活用するため、復興特別会計

により平成 24 年度予算から毎年度予算措置を行ってき

たが、食品等の放射性物質検査等については未だニーズ

が減る見込みがないことから、引き続き被災地の復興を

支援できるよう平成 29 年度予算において約 4.8 億円を

措置 

岩手県、宮城県、福島県、茨城

県の４県 

消費者庁消費者教育・地方

協力課 
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７ 食品中の放射性物質に係る

流通段階の買上調査（食品

中の放射性物質に係るモニ

タリング検査計画策定推進

経費） 

流通段階での食品の買上調査を行い、都道府県等による

食品中の放射性物質検査の効果を検証し、必要に応じ、

自治体に対して検査計画に関し助言 

17都県（青森県、岩手県、秋田

県、宮城県、山形県、福島県、

茨城県、栃木県、群馬県、千葉

県、埼玉県、東京都、神奈川県、

新潟県、山梨県、長野県、静岡

県） 

厚生労働省医薬・生活衛生

局生活衛生・食品安全部監

視安全課 

 

８ 食品の放射性物質汚染状況

調査及び食品摂取量調査（食

品放射性物質安全性検証費） 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品中

の放射性物質の摂取量等の調査 

全国 15地域 

北海道、岩手県、宮城県、福島

県(浜通り、中通り、会津)、茨

城県、栃木県、埼玉県、東京都、

神奈川県、新潟県、大阪府、高

知県、長崎県 

厚生労働省医薬・生活衛生

局生活衛生・食品安全部基

準審査課 

 

９ 特用林産物安全供給推進復

興事業 

安全な特用林産物の供給を確保するため、以下の①、②

の事業を行う民間の団体に対して、事業に必要な一定額

を国が補助。これらの支援により、安全な特用林産物の

供給を通じた生産継続を図り、産地を再生させるための

取組を実施 

 

＜支援の対象となる事業＞ 

①安全なきのこ等の栽培方法等の検討・実証、周知を

行う事業【補助率：定額】 

②放射性物質の汚染を低減させ産地を再生させるた

めの安価かつ容易な技術の検証を行う事業【補助

率：定額】 

放射性物質の影響を受けてい

る地域 

林野庁林政部経営課特用林

産対策室 

 

10 放射性物質影響調査推進事

業 

過去の放射性物質の検出状況等を踏まえ、大臣管理漁業

等で漁獲される回遊性魚種等を中心に放射性物質調査

を実施 

原子力災害により放射性物質

の汚染が懸念される海面及び

内水面 

水産庁研究指導課水産研究

調査班 
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11 復興水産加工業等販路回復

促進事業 

被災地の水産加工業の販路回復等のため、被災地の水産

加工業者等が行う販路の回復・新規開拓等の取組に必要

な加工機器の整備、放射能測定器の導入等を支援（復興

水産加工業等販路回復促進事業のうち「水産加工業等販

路回復取組支援事業」） 

青森県、岩手県、宮城県、福島

県及び茨城県 

水産庁漁政部加工流通課 

12 ふくしまの農林水産物等緊

急モニタリング事業（福島県

農林水産業再生総合事業） 

「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考

え方」（平成 23年４月４日原子力災害対策本部策定）に

基づき、福島県が実施する福島県産農林水産物等の放射

性物質検査等の取組を支援 

福島県 農林水産省生産局総務課生

産推進室 

13 ふくしまの恵み安全・安心推

進事業（福島県農林水産業再

生総合事業） 

福島県産農林水産物等に対する消費者等の安心感や信

頼の回復を目的として実施される、産地段階における放

射性物質の自主検査及び県段階における検査結果の公

表等の取組を支援 

福島県 農林水産省生産局総務課生

産推進室 
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５ 特用林産施設体制整備復興

事業 

きのこ等の特用林産物については、福島第一原子力発電

所事故の放射性物質による影響等により、生産や経営が

困難な状況が続いている。 

このため、原子力発電所事故の影響を受けている関係17

都県における次期生産に必要な生産資材の導入や放射性

物質の被害防止対策等に係る費用に対して、国が定率補

助による支援を実施。これにより、特用林産物生産の生

産基盤の強化や就業機会の確保を行い、被災された地域

の復興を図る。 

 

＜支援の内容＞ 

①特用林産物生産・加工・流通施設の整備を行い、次

期生産に必要な生産資材の導入を支援【補助率：１

／２、１／３】 

②ほだ木の洗浄機械、簡易ハウス等の放射性物質の防

除施設の整備を支援【補助率：１／２】 

① 特定被災地方公共団体の市

町村（北海道に存する市町

村を除く） 

② 青森県、岩手県、宮城県、秋

田県、山形県、福島県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、神奈川県、新潟県、

山梨県、長野県、静岡県（国・

県による出荷制限等が指示

されている地域が県面積の

概ね５割未満の地域等にお

いては、出荷制限等が指示

されている市町村等に限

る。） 

林野庁林政部経営課特用林

産対策室 

 

６ 荒廃農地等利活用促進交付

金 

被災農家等が避難先等において荒廃農地を活用して営農

活動を再開する場合に、荒廃農地の再生などの一連の取

組を支援 

被災者が居住している全国の

地域 

農林水産省農村振興局地域

振興課日本型直接支払室 

７ 漁業復興担い手確保支援事

業 

被災した若青年漁業者等の技術習得支援、新規に漁業に

就業する者への研修費用の支援を実施（研修支援につい

て 27年度末までの採択分を対象） 

北海道、青森県、岩手県、宮城

県、福島県、茨城県、千葉県 

水産庁企画課 

８ 原子力災害対応雇用支援事

業 

原子力災害の影響を受けた被災者の一時的な雇用の確保

等を通じた生活の安定を図るため、民間企業・NPO等への

委託により雇用機会を創出 

（次の安定雇用への円滑な移行につながる人材育成を併

せて実施） 

福島県の災害救助法適用地域 厚生労働省職業安定局雇用

開発部地域雇用対策室 
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３ 個人債務者の私的整理に係

る支援事業 

東日本大震災の影響によって既往債務（震災発生以前に

負担した債務）を弁済できなくなった個人債務者の債務

整理を円滑に進めるため、一般社団法人個人版私的整理

ガイドライン運営委員会が「個人債務者の私的整理に関

するガイドライン」に則し実施する業務（個人債務者に

よる債務整理の申出の支援等）について、被災した債務

者が弁護士等の専門家から支援を受ける際の手続費用

（報酬及び実費（郵送、交通、宿泊に要する費用））を対

象に、運営委員会に対して補助金を給付 

対象地域の限定はない。 

※対象者が遠方に避難してい

る場合であっても利用可能 

金融庁監督局総務課 

４ 東日本大震災法律援助事業 法務省が所管する日本司法支援センター（法テラス）で

は、二重債務問題など被災者の生活再建の障害となり得

る法的問題の解決を促進するため、「東日本大震災の被災

者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の

特例に関する法律」に基づき、被災者に対し、その資力

の状況にかかわらず、弁護士等の無料法律相談や弁護士

費用の立替等を実施する「東日本大震災法律援助事業」

を実施中（平成 30年３月 31日までの時限） 

対象とする地域の限定はない。 

※上記対象者が遠方に避難し

ている場合でも同事業の利用

が可能 

法務省大臣官房司法法制部

司法法制課 

５ 日本司法支援センター常勤

弁護士の被災地自治体派遣 

被災地自治体では、街づくりのための規定（条例等）策

定、街づくりのための実施行為（高台移転に伴う交渉等）

等の復興再建のための作業について、弁護士資格を有す

る職員についてのニーズを有している（日弁連による被

災地自治体調査）。しかし、現状として、法的な資質や自

治体職員として活動するにあたっての人格面等につい

て、適当な人材を確保する方途がないなどの問題もあり、

被災地自治体における弁護士採用は進んでいない。また、

弁護士側の事情としても、顧客や事務所からの離脱、任

期明け後のキャリアについての不安から、意義を感じな

がらも応募に踏み切れないのが現状。よって、日本弁護

士連合会と連携しつつ、組織として被災者支援に積極的

に取り組んでいる日本司法支援センターの職員である常

勤弁護士を派遣し、被災地自治体の早期な復旧・復興に

努め、現に居住する被災者や、自主的に避難されている

被災者の支援を実施 

宮城県東松島市、石巻市、気仙

沼市、南三陸町、岩手県山田町、

福島県相馬市 その他弁護士

派遣を要望する地域 

法務省大臣官房司法法制部

司法法制課 
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13 復興街づくりＩＣＴ基盤整

備事業（被災地域情報化推進

事業） 

復興に向けて、新たな街づくりを行う地域において、超

高速ブロードバンド、放送の受信環境及び公共施設等向

け通信基盤・システムの整備等の住民生活・地域経済に

必要不可欠なＩＣＴ基盤の整備を支援 

・共聴施設等整備事業 

・地上ラジオ放送受信環境整備事業 

・ブロードバンド基盤整備事業 

・公共施設等情報通信環境整備事業 

復興交付金の基幹事業である

防災集団移転促進事業、漁業集

落防災機能強化事業、土地区画

整備事業及び福島再生加速化

交付金事業等と一体的に街づ

くりを行う地方公共団体等 

総務省情報流通行政局地域

通信振興課地方情報化推進

室 

14 仮設住宅サポート拠点運営

事業（被災者支援総合交付

金） 

東日本大震災の被災者の生活支援や被災地の復興支援の

ため、仮設住宅に併設される「サポート拠点」（総合相談、

生活支援等）の運営費用等について財政支援を実施 

岩手県、宮城県、福島県及び管

内市町村等 

復興庁被災者支援班 

厚生労働省老健局振興課 
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平成29年○月○日

番号 施策名 担当省庁
Ｈ２９年度予算
金額（億円）

1-1 放射線モニタリング 原子力規制庁 32の内数

文部科学省 32の内数

農林水産省 13の内数

環境省 122の内数

2-1 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施 環境省 2,855の内数

2-2
福島関連基礎・支援研究等（国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
運営費）（再掲）

文部科学省 28の内数（再掲）

3(1)1 地域医療再生基金（地域医療再生臨時特例交付金） 厚生労働省 236の内数

3(1)2 地域医療支援センター（地域医療支援センター運営経費） 厚生労働省 602の内数

3(1)3 健康診査や健康相談の機会を通じた生活習慣病対策 厚生労働省 26の内数

3(1)4 特定健康診査の受診機会の確保を通じた生活習慣病対策 厚生労働省 0.1の内数

3(1)5 被災地健康支援事業（被災者支援総合交付金）
復興庁

厚生労働省
200の内数

3(1)6
（独）福祉医療機構 東日本大震災に係る「災害復旧資金等」（医療貸付事
業）

厚生労働省 -

3(1)7
がん検診の受診率向上の推進（新たなステージに入ったがん検診の総合支
援事業）

厚生労働省 16の内数

3(2)1 被災児童生徒就学支援等事業 文部科学省 62の内数

3(2)2
仮設住宅の再編等に係る子供の学習支援によるコミュニティ復興支援事業
（被災者支援総合交付金）

復興庁
文部科学省

200の内数（再掲）

3(2)3
福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業（被災者支援
総合交付金）

復興庁
文部科学省

200の内数（再掲）

3(2)4 学校施設環境改善交付金 文部科学省 241の内数

3(2)5 公立学校施設整備費負担金 文部科学省 449の内数

3(2)6 被災児童生徒に対する学習支援等のための教職員加配措置 文部科学省 22

3(2)7 被災地におけるスクールバス・ボートの購入経費の補助 文部科学省 0.1の内数

3(2)8 国立・私立大学等の授業料減免等 文部科学省 446内数

3(2)9 （独）日本学生支援機構 大学等奨学金事業 文部科学省 966の内数

3(3)1
食品中の放射性物質の検査計画に係るガイドラインの策定及び検査結果
の公表

厚生労働省 非予算事業

3(3)2
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（被災者支援総合交付
金）

復興庁
厚生労働省

200の内数（再掲）

3(3)3 意見交換会の開催（食品と放射能ほか） 消費者庁 0.4の内数

3(3)4
食品中の放射性物質に係る「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・
解除の考え方」の決定

内閣府 非予算事業

3(3)5 （独）国民生活センターによる放射性物質検査機器の貸与 消費者庁 32の内数

3(3)6 被災４県への地方消費者行政推進交付金による支援 消費者庁 5

子ども被災者支援法関連施策について

1-2 環境中の放射性物質の動態解明のための研究
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番号 施策名 担当省庁
Ｈ２９年度予算
金額（億円）

子ども被災者支援法関連施策について

3(3)7
食品中の放射性物質に係る流通段階の買上調査（食品中の放射性物質に
係るモニタリング検査計画策定推進経費）

厚生労働省 0.2

3(3)8
食品の放射性物質汚染状況調査及び食品摂取量調査（食品放射性物質安
全性検証費）

厚生労働省 0.8

3(3)9 特用林産物安全供給推進復興事業 農林水産省 0.5

3(3)10 放射性物質影響調査推進事業 農林水産省 4

3(3)11 復興水産加工業等販路回復促進事業 農林水産省 15の内数

3(3)12
ふくしまの農林水産物等緊急モニタリング事業（福島県農林水産業再生総
合事業）

農林水産省 47の内数

3(3)13 ふくしまの恵み安全・安心推進事業（福島県農林水産業再生総合事業） 農林水産省 47の内数（再掲）

3(4)1 放射性物質により汚染された土壌等の除染の実施（再掲） 環境省 2,855の内数（再掲）

3(4)2 除染に係る専門家派遣 環境省 2,855の内数（再掲）

3(4)3
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（被災者支援総合交付
金）（再掲）

復興庁
厚生労働省

200の内数（再掲）

3(5)1
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（被災者支援総合交付
金）（再掲）

復興庁
厚生労働省

200の内数（再掲）

3(5)2
福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業（被災者支援
総合交付金）（再掲）

復興庁
文部科学省

200の内数（再掲）

3(5)3 国立青少年教育施設を活用したリフレッシュキャンプ 文部科学省 90の内数

3(5)4 子供の体力向上課題対策プロジェクト 文部科学省 0.5

3(5)5 被災者支援総合事業（被災者支援総合交付金） 復興庁 200の内数（再掲）

3(6)1
被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業（被災者支援総合交付
金）（再掲）

復興庁
厚生労働省

200の内数（再掲）

3(6)2 被災地心のケア支援体制の整備（被災者の心のケア支援事業） 厚生労働省 14の内数

3(6)3 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置
復興庁

国土交通省
1,090の内数

3(6)4 緊急スクールカウンセラー等活用事業 文部科学省 27の内数

3(7)1 原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置（再掲）
復興庁

国土交通省
1,090の内数（再掲）

3(8)1 子ども元気復活交付金（福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援）） 復興庁 807の内数

3(8)2 公営住宅への入居の円滑化支援
復興庁

国土交通省
※※

3(8)3 被災者支援総合事業（被災者支援総合交付金）（再掲） 復興庁 200の内数（再掲）

3(8)4 雇用促進住宅の一部提供 復興庁 非予算事業

3(9)1 被災者雇用開発助成金（特定求職者雇用開発助成金） 厚生労働省 0.2の内数

3(9)2 福島避難者帰還等就職支援事業 厚生労働省 4の内数

3(9)3 ハローワークにおける職業相談・職業紹介等の就職支援 厚生労働省 606の内数

3(9)4
離職者に対する公的職業訓練の実施（離職者等再就職に資する総合的な
職業能力開発プログラムの推進、求職者支援制度等）

厚生労働省 1,202の内数
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番号 施策名 担当省庁
Ｈ２９年度予算
金額（億円）

子ども被災者支援法関連施策について

3(9)5 特用林産施設体制整備事業 農林水産省 9

3(9)6 荒廃農地等利活用促進交付金 農林水産省 2の内数

3(9)7 漁業復興担い手確保支援事業 農林水産省 2

3(9)8 原子力災害対応雇用支援事業 厚生労働省 19の内数

3(9)9 事業復興型雇用創出事業 厚生労働省 ※

3(10)1
全国避難者情報システムによる避難住民と避難元地方公共団体間の連絡・
情報の提供

総務省 非予算事業

3(11)1 事故初期ヨウ素等短半減期核種による内部被ばくの線量評価調査等 環境省 13の内数

3(11)2 避難指示解除区域等における外部被ばく測定等 環境省 4の内数

3(11)3 県民健康調査（福島県県民健康管理基金） 環境省 ※

3(11)4 子育て支援の観点からの医療費の助成 復興庁 非予算事業

3(11)5 母乳育児支援事業等 環境省 5の内数

3(12)1 東日本大震災による女性の悩み・暴力に関する相談事業 内閣府 0.4の内数

3(12)2
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構による事業者の二重債務問題
への対応

復興庁 非予算事業

3(12)3 個人債務者の私的整理に係る支援事業 金融庁 0.2の内数

3(12)4 東日本大震災法律援助事業 法務省 154の内数

3(12)5 日本司法支援センター常勤弁護士の被災地自治体派遣 法務省 -
（震災復興特別交付税措置）

3(12)6
復興における男女共同参画の視点からの取組事例の収集・公表及び被災
地における男女共同参画の視点の浸透活動

復興庁 非予算事業

3(12)7 被災者支援総合事業（被災者支援総合交付金）（再掲） 復興庁 200の内数（再掲）

3(12)8 県外自主避難者支援体制強化事業 復興庁 0.3

3(12)9 被災者見守り・相談支援事業（被災者支援総合交付金）
復興庁

厚生労働省
200の内数（再掲）

3(12)10 ＮＰＯ等の「絆力（きずなりょく）」を活かした復興・被災者支援事業 内閣府 2の内数

3(12)11 移住・交流情報ガーデン 総務省 1の内数

3(12)12 復興支援員 総務省 -
（震災復興特別交付税措置）

3(12)13 復興街づくりＩＣＴ基盤整備事業（被災地域情報化推進事業） 総務省 2の内数

3(12)14 仮設住宅サポート拠点運営事業（被災者支援総合交付金）
復興庁

厚生労働省
200の内数（再掲）

文部科学省 216の内数

環境省 13の内数（再掲）

4(1)2 環境中の放射性物質の動態解明のための研究（再掲） 文部科学省 32の内数（再掲）

4(1)1
被ばく線量評価調査研究、放射線に対する感受性の研究、放射線リスクの
低減や長期被ばくのメカニズム解明に向けた研究
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番号 施策名 担当省庁
Ｈ２９年度予算
金額（億円）

子ども被災者支援法関連施策について

文部科学省 216の内数（再掲）

環境省 13の内数（再掲）

4(2)2 ホールボディカウンター使用方法・内部被ばく線量評価法に関する研修 文部科学省 216の内数（再掲）

4(2)3 県民健康調査支援のための人材育成事業 環境省 ※

4(3)1
ウクライナ及びベラルーシとの原発事故後協力（ウクライナ及びベラルーシ
との原発事故後協力合同委員会の開催）

外務省 0.04

4(3)2 福島県におけるＩＡＥＡとの協力プロジェクト実施支援 外務省 0.01

復興庁 非予算事業

環境省
関係省庁

18の内数（再掲）

4(4)2 正確な情報発信 環境省 13の内数（再掲）

4(4)3 個別相談受付体制整備事業 原子力規制庁 3の内数

4(4)4 学校における放射線に関する教育の支援 文部科学省 0.3の内数

4(4)5 意見交換会の開催（食品と放射能ほか）（再掲） 消費者庁 0.4の内数（再掲）

4(4)6 インターネットを活用した基準値の周知徹底等
消費者庁
関係省庁

0.4の内数（再掲）

4(4)7
法務省の人権擁護機関による人権擁護活動（震災に伴う人権擁護活動の
充実強化）

法務省 0.2の内数

4(4)8
放射線による健康不安の軽減等に資する人材育成活動・住民への理解増
進活動等（再掲）

環境省 13の内数（再掲）

（注）番号及び施策名については、平成29年○月○日に公表した「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針に関する施策とりまとめ」と対応
している。
（注）「※」と記載があるものは、平成29年度予算に計上はされていないが、過年度造成した基金を活用するもの。
（注）「※※」と記載があるものは、公営住宅の整備・管理に係る予算として社会資本整備総合交付金等があることを示している。

4(2)1 保健医療福祉関係者向け研修の実施

4(4)1 健康影響への不安に対するリスクコミュニケーションの推進


